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全
関
労 

岸
田
政
権
は
、
昨
年
12
月
16
日
、
外
交
・
安
全
保
障
政
策
の
基
本

方
針
の
「
国
家
安
全
保
障
戦
略
」
、
従
来
の
「
防
衛
計
画
の
大
綱
」
改

め
「
国
家
防
衛
戦
略
」
、
「
中
期
防
衛
力
整
備
計
画
」
改
め
「
防
衛
整

備
計
画
」
の
安
保
関
連
３
文
書
の
改
訂
を
閣
議
決
定
し
た
。
そ
し
て
、

「
相
手
国
の
領
域
へ
直
接
武
力
攻
撃
を
お
こ
な
え
る
能
力
」
＝
「
敵

基
地
攻
撃
能
力
保
有
」
を
決
定
し
、
防
衛
費
（
軍
事
費
）
を
５
年
間

で
総
額
43
兆
円
を
指
示
し
た
。
医
療
や
福
祉
費
を
削
り
、
米
国
製
巡

航
ミ
サ
イ
ル
の
ト
マ
ホ
ー
ク
購
入
や
長
射
程
ミ
サ
イ
ル
の
開
発
・
生

産
な
ど
に
税
金
を
費
や
す
大
軍
拡
・
大
増
税
を
ゆ
る
す
な
。
中
国
を

敵
国
と
し
た
ミ
サ
イ
ル
戦
争
の
た
め
の
琉
球
弧
へ
の
自
衛
隊
（
日
本 

軍
）
配
備
・
強
化
を
許
す
な
。
戦
争
と
改
憲
の
岸
田
政
権
を
打
倒
し

よ
う
。 憲

法
９
条
改
悪
の
「
国
家
防
衛
戦
略
」
弾
劾 

  

戦
後
日
本
は
、
憲
法
前
文
お
よ
び
９
条
に
基
づ
く
「
専
守
防
衛
」

を
堅
持
し
て
き
た
。 

 

「
専
守
防
衛
」
に
つ
い
て
、
１
９
７
０
年
佐
藤
栄
作
内
閣
で
は

「
防
衛
の
限
界
は
専
守
防
衛
、
本
土
な
ら
び
に
本
土
周
辺
に
限
る
、 

「
敵
基
地
攻
撃
能
力
」
保
有
、「
防
衛
財
源
確
保
法
」 

＝
軍
事
費
倍
増
、
大
増
税
を
ゆ
る
さ
な
い
！ 
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外
国
に
脅
威
を
与
え
る
攻
撃
的
兵
器
は
使
わ
な
い
」
（
中
曽
根
防
衛
庁

長
官
答
弁
）
、
１
９
７
２
年
、
田
中
角
栄
内
閣
で
は
「
専
守
防
衛
は
、

防
衛
上
の
必
要
か
ら
も
相
手
の
基
地
を
攻
撃
す
る
こ
と
は
な
く
、
も

っ
ぱ
ら
わ
が
国
土
お
よ
び
そ
の
周
辺
に
お
い
て
防
衛
を
お
こ
な
う
こ

と
だ
」
（
田
中
首
相
答
弁
）
、
１
９
７
５
年
、
三
木
武
雄
内
閣
で
は

「
（
専
守
防
衛
と
は
）
相
手
国
の
基
地
を
攻
撃
す
る
よ
う
な
戦
略
的
な

攻
勢
は
と
ら
ず
、
も
っ
ぱ
ら
わ
が
国
土
お
よ
び
周
辺
に
お
い
て
侵
攻

し
て
く
る
相
手
を
そ
の
都
度
撃
退
す
る
」
（
防
衛
庁
長
官
官
房
法
制
調

査
官
室
の
解
説
）
と
し
、
２
０
０
４
年
度
に
防
衛
省
防
衛
研
究
所
が

ま
と
め
た
専
守
防
衛
に
関
す
る
研
究
で
「
（
１
９
７
２
年
の
）
田
中
首

相
の
答
弁
は
、
防
衛
上
必
要
で
あ
っ
て
も
敵
基
地
攻
撃
を
実
施
す
る

こ
と
を
否
定
し
て
い
る
」
と
、
政
府
見
解
は
一
貫
し
て
「
自
衛
権
発

動
の
３
要
件
」
を
「
防
衛
の
基
本
」
と
し
て
き
た
。 

と
こ
ろ
が
、
岸
田
首
相
は
今
年
１
月
、
「
敵
基
地
攻
撃
能
力
」
を

「
反
撃
能
力
」
と
言
い
換
え
て
、
「
相
手
の
攻
撃
を
防
ぐ
た
め
に
長
射

程
の
ミ
サ
イ
ル
を
用
い
る
の
は
『
専
守
防
衛
の
範
囲
内
』
」
と
し
て
、

相
手
国
が
ミ
サ
イ
ル
等
を
発
射
す
る
前
の
、
日
本
に
対
す
る
攻
撃
が

お
こ
な
わ
れ
る
と
判
断
で
き
な
い
段
階
で
、
相
手
国
が
「
攻
撃
に
着

手
」
し
た
と
み
な
し
て
国
際
法
上
も
違
法
な
先
制
攻
撃
を
「
専
守
防

衛
の
範
囲
内
」
と
主
張
し
た
。 

岸
田
政
権
は
、
憲
法
違
反
の
安
全
保
障
政
策
の
大
転
換
＝
戦
争
国

家
化
を
推
し
進
め
て
い
る
。
大
軍
拡
を
断
じ
て
許
し
て
は
な
ら
な

い
。 大

軍
拡
・
大
増
税
の
「
防
衛
力
整
備
計
画
」 

「
防
衛
財
源
確
保
法
」
弾
劾 

 

自
公
連
立
政
権
下
で
は
、
安
全
保
障
政
策
の
大
転
換
が
憲
法
違
反

の
「
閣
議
決
定
」
で
強
権
的
に
推
し
進
め
ら
れ
て
い
る
。 

 

岸
田
政
権
は
、
本
年
２
月
３
日
、
「
今
後
５
年
間
で
必
要
な
防
衛
力

の
内
容
を
積
み
上
げ
、
新
た
な
防
衛
力
整
備
計
画
を
具
体
化
し
た
」

と
し
て
、
６
月
16
日
「
防
衛
費
増
額
に
向
け
た
財
源
確
保
法
」
を
可

決
成
立
さ
せ
た
。 

 

岸
田
政
権
は
、
防
衛
費
（
軍
事
費
）
に
つ
い
て
、
２
０
２
３
年
度

か
ら
２
０
２
７
年
度
の
５
年
間
の
総
額
で
43
兆
円
程
度
に
す
る
こ
と

を
閣
議
決
定
し
た
。
従
来
、
政
府
が
防
衛
費
を
対
国
内
総
生
産
（
Ｇ

Ｄ
Ｐ
）
比
１
％
目
安
と
し
て
き
た
の
は
「
他
国
に
軍
事
的
脅
威
を
与

え
な
い
」
「
軍
事
大
国
に
な
ら
な
い
」
と
の
「
平
和
国
家
日
本
の
宣
言

で
あ
る
」
と
し
て
き
た
が
、
一
転
し
て
北
大
西
洋
条
約
機
構
（
Ｎ
Ａ

Ｔ
Ｏ
）
並
み
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
２
％
に
倍
増
す
る
と
明
言
し
た
。
「
防
衛
力

整
備
計
画
」
で
は
、
米
国
製
の
長
距
離
射
程
の
ミ
サ
イ
ル
「
ト
マ
ホ

ー
ク
」
の
購
入
や
、
相
手
国
の
射
程
圏
外
か
ら
「
敵
基
地
攻
撃
」
が

で
き
る
「
ス
タ
ン
ド
・
オ
フ
・
ミ
サ
イ
ル
」
を
早
急
に
配
備
す
る
と

し
て
い
る
。
従
来
の
相
手
国
か
ら
の
ミ
サ
イ
ル
を
迎
撃
す
る
ミ
サ
イ

ル
防
衛
（
Ｍ
Ｄ
）
を
「
統
合
防
空
ミ
サ
イ
ル
防
衛
能
力
」
へ
格
上
げ

し
、
同
時
に
「
敵
基
地
攻
撃
能
力
」
保
有
に
よ
る
「
ス
タ
ン
ド
・
オ

フ
防
衛
能
力
」
の
整
備
を
進
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
自
衛
隊

の
「
戦
闘
継
続
能
力
」
を
重
点
的
に
強
化
す
る
こ
と
が
「
防
衛
力
整

備
計
画
」
の
大
き
な
目
的
で
も
あ
る
。
「
戦
闘
継
続
」
に
必
要
な
弾
薬

や
ミ
サ
イ
ル
を
平
時
か
ら
不
足
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
必
要
な
所

に
必
要
な
だ
け
補
給
で
き
る
弾
薬
庫
を
整
備
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

「
防
衛
力
整
備
計
画
で
は
、
「
敵
の
作
戦
拠
点
を
攻
撃
す
る
ト
マ
ホ
ー

ク
巡
航
ミ
サ
イ
ル
な
ど
の
長
距
離
弾
を
集
中
的
に
取
得
す
る
」
と
し

て
い
る
。 
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岸
田
政
権
は
、
「
防
衛
装
備
品
移
転
三
原
則
」
の
運
用
基
準
を
変
更

し
、
殺
傷
能
力
の
あ
る
武
器
（
火
器
）
を
搭
載
し
た
装
備
品
の
輸
出

を
可
能
と
す
る
見
解
を
出
し
た
。
こ
こ
ま
で
来
た
ら
、
運
用
基
準
の

変
更
で
「
正
面
装
備
」
の
輸
出
も
可
能
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で

あ
る
。 琉

球
弧
の
ミ
サ
イ
ル
配
備
に
反
対
し
、 

と
も
に
戦
争
を
阻
止
し
よ
う 

 

岸
田
政
権
は
「
台
湾
有
事
」
を
あ
お
り
、
対
中
国
戦
争
体
制
づ
く

り
を
日
米
軍
事
同
盟
の
強
化
の
も
と
で
突
き
進
ん
で
い
る
。
琉
球
弧

に
は
住
民
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
、
ミ
サ
イ
ル
配
備
、
軍
事
基
地
建

設
が
強
行
さ
れ
て
い
る
。
戦
闘
訓
練
の
日
常
化
と
「
国
民
保
護
」
の

名
の
も
と
で
の
シ
ェ
ル
タ
ー
へ
の
避
難
訓
練
や
遺
体
収
容
訓
練
な
ど

戦
時
訓
練
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。 

琉
球
弧
で
は
、
天
皇
制
護
持
の
た
め
の
沖
縄
戦
で
「
軍
隊
は
住
民

を
守
ら
な
い
」
を
教
訓
に
現
在
、
「
二
度
と
戦
争
を
さ
せ
な
い
」
決
意

で
命
懸
け
の
闘
い
を
お
こ
な
い
、
日
本
（
ヤ
マ
ト
ゥ
）
の
労
働
者
・

労
働
組
合
に
戦
争
阻
止
の
闘
い
に
連
帯
を
訴
え
て
い
る
。
私
た
ち
ヤ

マ
ト
ゥ
の
労
働
者
は
日
米
安
保
条
約
破
棄
を
め
ざ
し
、
ス
ト
ラ
イ

キ
・
職
場
放
棄
で
、
改
憲
阻
止
！
戦
争
阻
止
！
を
団
結
し
て
闘
お

う
。 

 

岸
田
政
権
の
戦
争
に
突
き
進
む
「
戦
争
国
家
体
制
」
推
進
を
断
じ

て
許
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

武
器
輸
出
反
対
！ 

岸
田
政
権
の
「
防
衛
装
備
品
移
転
三
原
則
」 

の
運
用
変
更
―
権
力
乱
用
を
許
す
な 

 

武
器
輸
出
三
原
則
と
は
、
共
産
圏
と
国
連
決
議
で
武
器
禁
輸
措
置

の
国
、
お
よ
び
紛
争
地
域
へ
の
武
器
輸
出
を
禁
止
し
、
そ
の
他
の
地

域
へ
の
武
器
輸
出
は
「
慎
む
」
と
し
て
原
則
と
し
て
武
器
お
よ
び
武

器
製
造
技
術
、
武
器
へ
の
転
用
が
可
能
な
物
品
の
輸
出
が
禁
じ
ら
れ

て
き
た
。
「
武
器
輸
出
禁
止
三
原
則
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。 

「
武
器
」
と
は
「
軍
隊
が
使
用
す
る
も
の
で
あ
っ
て
直
接
戦
闘
の

用
に
供
さ
れ
る
も
の
」
「
火
器
等
を
搭
載
し
、
直
接
人
の
殺
傷
ま
た
は

物
の
破
壊
を
目
的
と
す
る
護
衛
艦
、
戦
闘
機
、
戦
車
の
よ
う
な
も

の
」
と
定
義
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
武
器
輸
出
禁
止
に
は
「
憲
法
の
精

神
に
の
っ
と
り
」
の
文
言
が
付
い
て
い
る
。 

 

２
０
１
４
年
４
月
１
日
、
安
倍
政
権
は
、
「
武
器
」
と
定
義
さ
れ
て

い
る
火
器
、
戦
車
、
戦
闘
機
、
護
衛
艦
等
を
「
正
面
装
備
」
、
輸
出
を

「
移
転
」
と
言
い
換
え
、
「
防
衛
装
備
品
移
転
三
原
則
」
を
閣
議
決
定

し
た
。
１
９
６
７
年
以
来
、
一
貫
し
た
政
府
見
解
で
武
器
の
輸
出
を

原
則
的
に
禁
止
し
て
き
た
が
、
武
器
輸
出
三
原
則
を
覆
し
て
、
武
器

の
輸
出
入
を
基
本
的
に
認
め
る
「
防
衛
装
備
品
移
転
三
原
則
」
を
国

家
安
全
保
障
会
議
決
定
お
よ
び
閣
議
決
定
で
押
し
切
っ
た
の
で
あ
る
。

「
憲
法
の
精
神
に
の
っ
と
り
」
の
文
言
の
付
い
た
武
器
輸
出
禁
止
三

原
則
を
覆
し
た
閣
議
決
定
は
憲
法
違
反
で
あ
る
。 
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岸
田
政
権
が
進
め
る
「
働
き
方
改
革
」
の
柱
で
あ
る
「
雇
用
に
よ

ら
な
い
働
き
方
」
と
し
て
、
個
人
事
業
者
・
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
の
拡
大

が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
は
個
人
事
業
者

と
し
て
労
働
者
保
護
法
制
の
枠
外
に
お
か
れ
、
実
態
は
労
働
者
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
権
利
が
奪
わ
れ
て
い
る
。 

 

こ
う
し
た
な
か
に
あ
っ
て
、
厚
労
省
の
「
個
人
事
業
者
等
に
対
す

る
安
全
衛
生
対
策
の
あ
り
方
に
関
す
る
検
討
会
」
は
８
月
21
日
、
報

告
書
を
ま
と
め
た
。
こ
の
中
で
個
人
事
業
者
が
事
故
に
あ
っ
た
場
合

に
仕
事
を
発
注
し
た
企
業
な
ど
に
国
へ
の
報
告
を
義
務
付
け
た
（
死

亡
か
４
日
以
上
休
業
し
た
場
合
の
み
）。 

 

し
か
し
、
報
告
義
務
が
あ
る
の
は
災
害
現
場
で
の
業
務
に
あ
た
る

発
注
者
と
管
理
事
業
者
の
み
で
あ
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
商
取

引
の
場
を
提
供
す
る
ア
マ
ゾ
ン
の
よ
う
な
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
は

含
ま
れ
な
い
。
仮
に
ウ
ー
バ
ー
イ
ー
ツ
の
労
働
者
が
路
上
の
事
故
で

け
が
を
し
て
も
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
側
に
報
告
義
務
は
な
い
の

だ
。 

 
放
射
性
物
質
ト
リ
チ
ウ
ム
汚
染
水
の 

 
 

 
海
洋
放
出
を
直
ち
に
停
止
し
ろ
！ 

 
 
 
 
 

 
 

政
府
・
東
京
電
力
は
本
年
８
月
24
日
、
多
核
種
除
去
設
備
（
Ａ
Ｌ

Ｐ
Ｓ
）
で
は
一
切
除
去
で
き
な
い
ト
リ
チ
ウ
ム
な
ど
の
放
射
性
物
質

を
含
む
「
放
射
能
汚
染
水
」
を
、
「
処
理
水
」
と
欺
き
、
２
０
１
５
年

に
福
島
県
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
と
交
わ
し
た
「
関
係
者
の
理
解
な

し
に
は
、
い
か
な
る
処
分
も
行
わ
ず
、
多
核
種
除
去
設
備
で
処
理
し

た
水
は
発
電
所
敷
地
内
の
タ
ン
ク
に
貯
留
致
し
ま
す
」
と
の
約
束
を

反
故
に
し
、
福
島
県
漁
連
・
地
元
住
民
を
は
じ
め
国
内
外
の
「
海
洋

放
出
反
対
の
声
」
を
無
視
し
て
海
洋
放
出
を
強
行
し
た
。 

岸
田
首
相
は
、
20
日
に
福
島
に
入
り
、
「
処
理
水
設
備
」
な
ど
を
視

察
し
、
東
電
の
社
長
ら
と
対
面
し
た
だ
け
で
、
地
元
漁
業
関
係
者
や

住
民
ら
の
話
を
聞
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
岸
田
首
相
は
「
数
十
年
に

わ
た
ろ
う
と
も
全
責
任
を
も
っ
て
対
応
す
る
」
と
強
調
し
て
い
る

が
、
８
年
前
の
約
束
を
反
故
に
し
た
政
府
が
「
数
十
年
」
先
の
こ
と

を
語
る
こ
と
な
ど
ウ
ソ
の
上
塗
り
だ
。 

「
処
理
水
」
と
は
、
福
島
第
１
原
発
爆
発
事
故
で
炉
心
溶
融
（
メ

ル
ト
ダ
ウ
ン
）
し
た
燃
料
デ
ブ
リ
を
冷
却
し
た
「
高
濃
度
放
射
能
汚

染
水
」
を
「
浄
化
処
理
」
し
た
も
の
で
、
放
射
性
物
質
を
含
ん
だ

「
放
射
能
汚
染
水
」
だ
。
と
り
わ
け
、
ト
リ
チ
ウ
ム
は
体
内
に
取
り

込
ま
れ
る
と
長
く
体
内
に
留
ま
る
危
険
な
放
射
性
物
質
だ
。 

 

危
険
な
ト
リ
チ
ウ
ム
水
で
環
境
汚
染
を
拡
大
す
る
「
放
射
能
汚
染

水
」
の
海
洋
放
出
を
直
ち
に
停
止
し
ろ
。 

  

配
達
中
の
事
故
が
絶
え
ず
、
事
故
対
応
を
労
働

者
に
「
丸
投
げ
」
し
な
い
仕
組
み
を
求
め
て
き
た

ウ
ー
バ
ー
イ
ー
ツ
の
労
働
組
合
は
「
現
場
を
無
視

し
た
も
の
だ
」
と
批
判
し
て
い
る
。
労
働
者
を
使

い
捨
て
る
岸
田
政
権
の
「
働
き
方
改
革
」
を
打
ち

砕
こ
う
。 


